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ホームページ： http://www.inokyuu1125.jp
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2



略歴

１９７８年３月 慶應大学卒業

１９７８年４月 日本火災海上保険株式会社

（現 損害保険ジャパン株式会社）入社

２０１７年４月 損害保険ジャパン株式会社

「本社お客さま相談室」総括主幹

２０２１年３月 損害保険ジャパン株式会社６５歳定年退職

２０２１年４月 井上久社会保険労務士・行政書士事務所開業、

現在に至る
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はじめに

おかげさまで、社労士・行政書士イノキュウも開業してから、約
１１カ月が経過することになりました。この間、本当にいろいろ
なことを体験させていただきましたが、今一度、原点にかえり

自分がもし、社員を雇った場合、保険関係はどうしたらいいの
か？と考えてみたところ、

はっきりを説明できないことに気が付きました。そこで、大慌て
で作成したのがこのパワーポイントファイルです。

今から、その内容をご説明申し上げます。

これから、社員を雇う事業主様、社員を雇っているが、いまいち、
この点がわかっていないという事業主様、イノキュウと一緒に頑
張りましょう。

では、はじめます。よろしく、お願い申し上げます。
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パンフレットダウンロードURLのご案内
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事業主のみなさま
労働保険の成立手続はおすみですか
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労働保険の成立手続
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労災保険の基礎知識
✓労災保険は、国籍、年齢、雇用形態、雇用期間問わず労働者として雇用した時
点（保険関係が成立した時点）で加入義務が発生。

✓労災保険の成立は、企業単位ではなく、「事業所単に」で成立するので、原則
としてその都度加入手続が必要。ここでの「事業所」とは、一定の場所において
一定の組織のもとに行われる一体的な経営活動のこと。

例）〇〇営業所、××支店

✓「事業所単位」として成立するので、雇用保険や社会保険と異なり従業員ごと
の加入手続は不要。

✓労災保険は、「継続事業」と「有期事業」の２種類に分けれる。

・継続事業⇒事業の期間が予定されていない事業のことをいい、工場、商店、事
務所等「一般企業」が該当。

・有期事業⇒事業の期間が予定されている事業のことをいい、建設の事業や立木
の伐採の事業が該当。

例）〇〇工事現場の工事期間
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労災保険料
✓労災保険料は、厚生労働省が公表している「労災保険率表」に基づき、各業種
ごとに保険料率が定められている。（毎年４月１日に改定）

✓労災保険料は、全額会社負担となり、毎年７月１０日までに保険料を納付する。

✓労災保険料の算出式は以下のとおり。
算出式（一般）：１年度中（４月１日～３月３１日分）の賃金総額×労災保

険率
算出式（建設業）：工事の請負金額×労務比率＝賃金総額・・・①
賃金総額（①）×労災保険率

✓異なる事業を行っている場合、それぞれ労災保険率が異なるので注意。
例：不動産業（１，０００分の２．５）と建設業（１，０００分の９～）の

場合
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雇用保険の基礎知識
✓雇用保険は、以下の要件を満たす場合は、加入義務が生じる。

・週の所定労働時間が２０時間以上であること

・３１日以上の雇用の見込みがあること

✓基本的に国籍や年齢は問わないが、「昼間学生」は加入対象外。

⇒ただし、「卒業見込証明書」を有するものであって、卒業後も同一の企業に就職
する場合等は対象。

✓雇用保険も、労災保険と同様原則として「事業所単位」で成立するが、各従業員ご
とに加入の手続が必要。

⇒「事業所単位」について、以下の要件を満たしている場合は、「事業所の非該当
承認」を受けることで適用事業所から除外することが可能。

・事業所の規模が一定程度小さいこと（概ね５０人未満）
・労災保険料や雇用保険料の計算、徴収を本社一括で行っていること

・法定三帳簿（労働者名簿・賃金台帳・出勤簿）の管理、備え付けを本社一
括で行っていること 20



雇用保険料
✓雇用保険料は、毎年４月１日に改定され、以下の業種ごとに保険料率が定められている。

〈令和３年度 雇用保険料率〉

✓雇用保険料の算出式は、労災保険料と同様だが、雇用保険料の場合は一部従業員の負担が生じるため、毎月の給与から控除する。
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労働保険料の納付（労働保険年度更新）
✓労働保険料（労災保険料＋雇用保険料）は、毎年７月１０日までに一括して
保険料を納付する。（例外：二元適用事業）

✓労災保険と雇用保険をまとめて１つの保険番号で成立させる事業を「一元適
用事業」、建設業、農林水産業等、別々に成立させる事業を「二元適用事業」
という。

✓労働保険料は、１年度（４月１日～３月３１日までの分）の賃金総額に保険
料率を乗じて算出するため、１年度分を「概算保険料」として納付し、翌年度
に「確定保険料」を算出し、概算保険料と精算する。この手続を「労働保険年
度更新」といい、この流れを毎年くり返し行う。

⇓

この「労働保険年度更新」における保険料の申告と納付をしているか否かが、
各種許認可・更新や行政機関からの調査にて重要！！
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労働保険料の継続一括
✓次の要件を「全て」満たす場合は、「労働保険料の納付手続き」について本社で一括して納付及び申告が可能。（以下
の図は厚生労働省資料より）

（１）継続事業であること

（２）指定事業（本社）と被一括事業（支社や営業所）の事業主が同じこと

（３）それぞれの事業が同じ「保険関係（一元適用事業または二元適用事業）」であること。

（４）それぞれの事業が、「労災保険料率表」による「事業の種類」が同じこと

✓
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日本の公的保険制度

✓主な日本の公的保険制度は、「労災保険」、「雇用保険」、
「健康保険」、「国民年金」、「厚生年金保険」、「介護保険」
の６つ。
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社会保険（健康保険・厚生年金保険）の適用要件
✓社会保険は、「強制適用事業所」と「任意適用事業所」に分かれる。適
用要件はそれぞれ以下のとおり。

・強制適用事業所⇒①常時５人以上の従業員を使用する、

法定１６業種に該当する個人事業所

②法人

・任意適用事業所⇒①常時５人未満の従業員を使用する個人事業所

②常時５人以上の従業員を使用し、

かつ法定１６業種に該当しない個人事業所

✓支社や営業所等は、本社で人事、給与等が集中的に管理されている等の

要件を満たせば、本社で一括して適用とすることが可能
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社会保険の被保険者/パートタイマー・アルバイトの加入要件
■社会保険の被保険者

✓社会保険の適用事業所に常時使用される方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、

被保険者に該当。

⇒「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、

労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいう。

役員もこの考え方を準用。

■パートタイマー・アルバイトの加入要件

✓「１週間の所定労働時間」および「１か月の所定労働日数」が正社員と比べて

「４分の３」以上である方。

✓被保険者数が常時５０１人以上の事業所は、以下のとおり。

・週の所定労働時間が２０時間以上であること

・雇用期間が１年以上見込まれること

・賃金の月額が８．８万円以上であること

・学生でないこと

⇒「２０２２年１０月」より「１０１人以上」に大幅緩和予定。
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被保険者の適用除外

■被保険者の適用除外

※「２か月以内の期間を定めて使用される人」について、２０２２年１０月より以下の法改正が施行予定。

・改正前：所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合

・改正後；所定の期間を超えて引き続き使用されることが見込めれる場合

⇒「見込まれる場合」とは、労働条件通知書にて「契約を更新する」または「更新する場合がある」ことを指す。
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厚生年金保険・健康保険の加入要件の主な違い

■厚生年金保険・健康保険の加入要件の主な違い

✓健康保険は「７５歳」まで、厚生年金保険は「７０歳」までの年齢制
限がある。

⇒厚生年金保険のみ、老齢年金の受給要件が満たない場合は任意加入制
度ある。

✓７０歳以上でも、算定基礎届等一定の手続は必要なので注意。
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社会保険料の納付
✓社会保険料は「標準報酬月額」という等級表によってきめられてお
り、被保険者は、この給与額をこの等級表にあてはめ、該当する社会
保険料を控除する。

⇒等級表に当てはめた金額を控除するので、基本的には控除額は

毎月固定。

⇒社会保険料は、当月分は翌月末までが納付期限となり、

毎月下旬に日本年金機構から納付書（納入告知書）が届く。

例：２０２２年３月分の社会保険料の場合

・納付期限⇒２０２２年４月３０日

・日本年金機構から納付書（納入告知書）が届く時期⇒

２０２２年４月下旬

34



算定基礎届の届出
✓４月から６月に支払われた報酬月額（その月に支払われた１か
月分の給与の総額）の平均額を基に、毎年１回社会保険料の見直
しを行う手続き。

✓毎年７月１日から７月１０日までの期間に管轄の年金事務セン
ター（健康保険組合に加入している会社は、健康保険については
健康保険組合に提出）に提出。

✓４月～６月に支払われた報酬月額の平均額に基づいて算出した
社会保険料を、その年の９月から翌年８月までの１巻間控除して
いく仕組み。
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健康保険（我が国の医療保険について）
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年金の種類と対象者
✓「国民年金」は、「第１号被保険者」、「第２号被保険者」、「第３号被保険者」に分かれる。

・第１号被保険者⇒日本国内に住所を有する２０歳以上６０歳未満の者

・第２号被保険者⇒厚生年金保険に加入している者

・第３号被保険者⇒第２号被保険者の被扶養配偶者で、かつ２０歳以上６０歳未満の者

⇒要件を満たせば、「国籍問わず」強制加入。

⇒第１号被保険者の保険料は、２０２２年度は「１６，５９０円」になる予定。

ナビナビ保険 個人年金保険より
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日本の公的保険制度

✓介護保険は、「第１号被保険者」、「第２号被保険者」に分か
れる。
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就業規則の作成・届出
✓就業規則は、「常時使用する従業員が１０人以上」いる事業場について作成義務が生じる。

⇒あくまで「事業場単位」であり、会社単位ではない。

✓就業規則は、単に定めるだけではなく、「従業員に周知」を行い、かつ、

労働基準監督署に届け出て初めて有効。

✓就業規則は、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」に分かれる。

✓
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３６協定の締結・届出
✓１日８時間・週４０時間を超えて働かせるとき、法定休日に出勤するときに必要。

✓３６協定は、「事業所単位」で締結しなければならない。

⇒会社単位ではないので、締結し忘れに注意。

✓３６協定は「労働基準監督署」に届け出て初めて有効になる。

⇒締結だけでは無効なので注意。

✓労働者代表は、「管理監督者以外」であることが必要。

✓２０２４年４月以降、運送業・建設業は３６協定について以下の時間外、休日労働の上限規制が課される。

・時間外労働の上限時間は１か月４５時間、年間３６０時間

・特別条項における限度時間は以下のとおり。

①年間７２０時間以内（法定休日労働は含まない）

②２～６か月以内で平均８０時間以内（法定休日労働も含む）

③１か月１００時間未満（法定休日労働も含む）

④特別条項は、年６回まで
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